
 

～伊奈病院訪問リハビリテーションのご案内～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★訪問リハビリテーションとは・・・？ 

訪問リハビリテーションは、症状の悪化や障害によって日常の生活動作や外出が困難な方に対し

て、専門のリハビリスタッフがご自宅まで訪問します。運動機能を高めたり、在宅生活で行なう

必要な動作能力の練習を行って、安全に生活できるよう援助します。また、住環境設備に関する

事や福祉用具に関する事、ご家族様の介護負担を軽減するコツまでアドバイス、サポートを行い

ます。 

 

★サービス概要 

要介護認定を受けている「要支援 1・2」または「要介護 1～5」の方が対象となります。 

★営業日 

月曜～金曜（祝・祭日、年末年始はお休み） 

★サービス提供時間 

9 時 00 分～17時 30分 （サービス提供時間は 9 時～15時 10 分まで） 

★訪問対象地区 

伊奈町・蓮田全域 上尾・桶川・白岡市の一部 その他はご相談下さい。 

 

★★訪問スタッフ紹介★★ 

・理学療法士 ５名 作業療法士 １名 

 

 

 

 

 

 

 

リハビリテーションの 

専門家にお任せ下さい！ 

 

 

 

 

・ 介護が大変で困っている 

・ 退院直後の在宅生活に不安 

・ 食べ物が飲み込みにくい 

・ 話しにくい・言葉が聞き取りにくい 

 

 

 

★訪問リハのスタッフたちです★ 



★サービス内容 

・身体機能面へのアプローチ 

筋力の低下や関節の動き、麻痺などやコミュニケーション・摂食・嚥下などの機能維持・向上

を目的とします。 

・日常生活動作 

食事・排泄・入浴・更衣などの日常に必要な動作方法やコミュニケ―ションの取り方などを指

導します。 

・住環境の整備 

手すりや段差などのポイントや杖や車椅子などの福祉用具のアドバイスを行います。 

 

★訪問リハビリの一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※あくまで一例ですが、大まかには上記の流れを中心に進めています。 

 

 

★訪問リハビリを開始する際に主治医からの指示書が必要になります 

 指示書として「診療情報提供書（訪問リハビリ用）」が必要となり文書料が必要になる場合が

ございます。 

 

ご不明な点やご相談については、いつでもお問い合わせください！！ 

↓   ↓   ↓ 

★お問い合わせ 

 

 伊奈病院 指定訪問リハビリテーション事業所  

埼玉県北足立郡伊奈町大字小室９４１９番地 

電話：０４８-７２１-３６９２【代表】 ＦＡＸ：０４８-７２１-９９８３ 

訪問リハビリ担当  山川 まで ご連絡下さいますようお願い致します。 

短期集中で利用される方（約１カ月） 

●退院直後の自宅生活に慣れるまで

のフォローを行います。 

自宅での動作チェック 

・ 

・ 

福祉用具の適合チェック 

・ 

・ 

ご家族への介助方法の助言 

屋内リハビリを目的とする方（3～6カ月） 

●自宅内の移動や動作の練習を希望

される方を中心に行います。 

リハビリ基本動作の練習 

・ 

・ 

日常生活動作の練習 

・ 

・ 

屋内での趣味活動の再開 

屋外リハビリを目的とする方（3 カ月） 

●生活範囲を広げたい方を中心に行

います。 

屋外歩行練習 

・ 

・ 

公共機関の利用練習 

・ 

・ 

屋外での趣味活動の再開 


